
新たな地域医療構想の検討状況について
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資料４



①国が実施する検討会の進捗状況について

○ 国において、新たな地域医療構想の策定ガイドラインの作成に向けた検討会が実施されている。

○ ただし、秋頃に予定されていた中間とりまとめは見送られており、現時点では今年度末のガイド

ライン発出に向けて検討会が続いており、２月20日の検討会ではとりまとめ（案）が提示された。
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年度 検討会 議題等

R6年度 新たな地域医療構
想に関する検討会

令和６年12月18日 とりまとめ（全13回）

R7年度 地域医療構想及び
医療計画等に関す
る検討会

第１回 ７月24日 検討会及びワーキンググループの議論の進め方等

第２回 ８月８日 医療機関機能・医療従事者の確保

第３回 ８月27日 区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方

第４回 ９月11日 医師偏在対策

第５回 10月15日 構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み

第６回 10月31日 医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等

第７回 11月14日 医師確保計画の見直し

第８回 12月12日 高齢者救急、医療機関機能、医師確保計画の見直し等

第９回 1月16日 医療需要の推計等、医療機関機能報告・病床機能報告、医師確保計
画の見直し等

第10回 1月28日 地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、
地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の
今後の検討体制（報告）

第11回 2月20日 新たな地域医療構想とりまとめ（案）について



②新たな地域医療構想について

3

○ 85歳以上の増加や人口減少が進む2040年以降を見据え、全ての患者が、適切に医療・介護を受ける
ことができ、同時に、医療従事者の持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築を目指す。

○ 新構想は医療計画の一部から上位の位置づけに変更となり、医療計画は新構想に即して具体的な取
組を進める計画となる。

令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料



新たな地域医療構想とりまとめ（案）より抜粋
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１．新たな地域医療構想について
地方都市型の地域では、高齢者人口は増加し、生産年齢人口は減少する。増加す
る高齢者に対する医療提供の確保と同時に、医療の担い手の確保も課題となる。

２．構想区域
在宅医療や外来医療等について、地域医療構想調整会議は都道府県が主体と
なって開催する～略～これまでも在宅医療・介護連携推進事業等においては市町
村等が主体となって、地域の医療・介護の関係団体等が集い、情報共有や協議を行
う場等を地域の実情に応じて開催してきており、こうした会議体と地域医療構想調
整会議が連携し、それらの取組状況を把握しながら、県内でも圏域ごとの取組状況
を踏まえ、メリハリをつけて必要な介入を行い、協議をするなどの工夫をすること
が必要である。

３．地域医療構想調整会議
都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映させられるような者
を参加させることも重要である。加えて、地域医療構想調整会議における現状の把
握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に向けた各段階において、都道府県は
案を公表すること、また、その際、例えば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等によ
る説明会の開催やパブリックコメントの実施等により、住民に対し説明し、住民から
の意見を十分把握できるよう努めることが求められる。

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会



【新構想のガイドライン案】

Ⅰ 経緯・背景

1 ガイドラインの目的

2 位置づけ

3 新たな地域医療構想の対象について

4 背景となる地域毎の課題

5 医療計画との関係

6 これまでの地域医療構想について

Ⅱ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定の進め方について

2 構想区域について

3 医療機関機能・病床機能と、当該機能を踏まえた需要

推計の基本的な考え方

4 入院医療に関する取組について

5 外来・在宅医療に関する取組について

6 介護との連携について

7 医療従事者の確保について

Ⅲ 取組の推進について

1 地域での課題等の共有

2 知事権限について

3 地域医療介護総合確保基金の活用について

4 地域医療構想の実現に向けた柔軟かつ実践的な点検・

プロセス・評価の観点について

Ⅳ 地域医療構想と医療計画の関係等

1 ５疾病６事業との関係について

2 地域医療構想調整会議とその他会議体との関係について

新構想ガイドラインの構成案
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○ これまでの病床機能だけでなく、新たに医療機関機能が追加され、外来・在宅医療、介護との連携、
医療従事者の確保も具体的な記載事項となる。

令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より抜粋

【現構想のガイドライン】

Ⅰ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定を行う体制等の整備

2 地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、

分析及び共有

3 構想区域の設定

4 構想区域ごとの医療需要の考え方

5 医療需要に対する医療提供体制の検討

6 医療需要に対する医療供給を踏まえた必要病床数の

推計

7 構想区域の確認

8 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策

の検討

Ⅱ 地域医療構想策定後の取組

1 地域医療構想の策定後の実現に向けた取組

2 地域医療構想調整会議の設置・運営

3 都道府県知事による対応

4 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

Ⅲ 床転換報告制度の公表の仕方

1 患者や住民に対する公表

2 地域医療構想調整会議での情報活用



地域医療構想調整会議における検討事項について

6令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 記載事項の追加に合わせ、調整会議での検討事項が幅広くなる。

○ 検討事項に応じた各分野における既存の会議体の活用も検討する。



新たな地域医療構想とりまとめ（案）より抜粋
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４．策定のプロセスについて
地域医療構想の策定は2028年度までに行うこととされて
いる。まずは地域における現状を把握し、地域ごとの課題を共
有しながら、区域の設定や必要病床数の推計、医療機関機能
の確保等の目的ごとに、それぞれにおいて具体的な目標を設
定・共有し、取組や協議を行う。課題の把握や対応案の設定等
の各段階において、その内容を公表する。
策定に向けて、2026年度から2027年度上半期を目途に、
構想区域ごとに現状の把握、必要病床数の設定、医療機関機
能の確保その他の2040年に向けて中心的に取り組むべき課
題や都道府県単位で取り組むべき課題を設定し、必要に応じ
て区域の見直しを行う。課題の設定後、取組の方向性について
2028年度中までに決定し、具体的な取組については第９次
医療計画の検討の過程等で検討し、2035年を目途に一定の
成果の確保を行う。

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会



令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

新構想の策定スケジュールと医療計画等との関係

○ 新構想の策定は、今年度末発出見込みのガイドラインをふまえ、令和８年度から必要病床数等の
検討を開始し、令和９年度から医療機関機能等について協議することが示されている。

○ 新構想の策定期限について、国は「令和10年度中までに取組を開始すること」としている。

○ 医療計画においては、基本的に第９次計画で新構想の内容を盛り込むものとされる。
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③病床機能報告について

病床機能区分の見直し

○ これまでの「回復期」に代えて『包括期』が設けられる。

○ 「回復期」は、主に「急性期を経過した患者」へのリハビリを提供する機能とされ
ていたが、『包括期』は、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として、
高齢者救急等の一部の急性期と回復期の機能をあわせもつ機能となる。

○ 包括期の必要病床数の推計にあたっては、医療資源投入量では急性期と見なされる
75歳以上の高齢者患者の一定割合を包括期として按分することになる見込み。

令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



10令和８年１月16日第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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必要病床数の推計手法の見直し

○ これまでの推計は、性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらない仮定で、
2013年の人口と医療需要をベースにしたもの。

○ ただし、現在まで見直しが行われず、将来人口推計や医療需要、医療提供体制の変
化が反映されていないことが課題であった。

○ 新構想では、2040年に向けて必要病床数を定期的に見直すこととしたうえで、医療
提供体制の効率化等による受療率の変化も必要量の計算に組み込まれる見込み。

○ 具体的な計算手法はガイドラインにおいて示される。

2013年 性・年齢

階級別医療需要
×

2025年性・年齢

2013年 性・年齢 階級別推計人口

2025年
＝

階級別人口

必要病床数
機能別の想定病床稼働率

【参考：現構想の考え方】

※現構想ガイドラインの想定病床稼働率

高度急性期：0.75 急性期：0.78 回復期：0.90 慢性期：0.92
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④医療機関機能について

新たな地域医療構想とりまとめ（案）より抜粋

５．医療機関機能の確保について
医療機関の連携・再編・集約化については、地域における急性期拠点機能を担う
医療機関の確保をはじめとして、高齢者救急等の救急搬送への対応や慢性期医療
需要の確保等、単に医療機関機能を選択するだけでなく、それぞれの機能において
求められる医療提供体制の課題を地域ごとに把握し協議を行い、地域全体で取り
組むことが重要となる。
まずは各医療機関が自ら検討を行った上で、現在担っている機能に近い医療機関
機能、2040年に向けて担う医療機関機能、診療実績等を医療機関機能報告にお
いて報告し、その後、地域医療構想調整会議において、診療実績等の客観的なデー
タも踏まえながら協議を行う。
協議において、遅くとも2028年度までに、各医療機関が2040年に向けて担う
医療機関機能を決定した上で、地域医療構想調整会議での決定以降は、決定され
た医療機関機能とその診療実績等を都道府県へ報告する。また、2028年度以降
に、医療機関の取組の状況や地域の医療需要の変化等を踏まえて、地域医療構想
調整会議で協議し、医療機関機能の見直しを行うことも想定される。
他方、多くの医療機関が高齢者救急と在宅医療における後方支援等、複数の役割
を担っており、そうした場合に多くの医療機関で複数の役割を報告することは役割
分担の協議に資さないため、複数の医療機関機能を報告する上での考え方を整理
することが必要である。

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
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④医療機関機能について

新たな地域医療構想とりまとめ（案）より抜粋

６．医療機関機能について
手術等の医療資源を要する急性期医療を安定的に提供していくためには、地域全
体の医師の数や働き方の状況等を踏まえ、急性期拠点機能を担う医療機関に集約
しつつ、それ以外の救急搬送については、高齢者救急・地域急性期機能を担う医療
機関が主に受け入れるなどの役割分担について協議することが重要となる。

７．医療機関の連携・再編・集約化について
例えば急性期拠点機能や急性期病床の集約化だけではなく、救急車の受入れや
手術の実施を行う医療機関の集約化や役割分担、夜間に緊急手術を行う医療機関
の集約化等も取組として検討が必要である。

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
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④医療機関機能について

令和７年10月31日第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ これまでの病床機能とは別に地域で担う「医療機関機能」を報告いただき、医療機関
の役割を明確にして、地域の医療提供体制の確保に向けて連携や分担を推進。

○ 令和８年10月から、従来の病床機能報告と同時に報告開始となる見込み。



15

区域の人口規模を踏まえた地域の医療機関機能の考え方

令和７年８月27日第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 各地域での医療機関機能確保に向けた考え方は、人口規模や地域の実情に応じて柔軟に検討。



新たな地域医療構想とりまとめ（案）より抜粋
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８．高齢者救急について
患者の救急搬送先を選定する際に、何らか一律の基準をもって当該患者が高齢
者救急であると判断して包括期の病床を有する医療機関に搬送する、といった一
律な対応は困難であるが、救急隊と医療機関の情報連携や平時からの治療状況・方
針等の情報連携の体制の構築や地域の医療提供体制の確保状況を踏まえながら、
高齢者救急について、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準（実施基準）に
位置づけることが必要である。

９．急性期拠点機能について
急性期拠点機能は、人口の少ない地域においては、一つ確保・維持することとし、
地方都市型の地域や大都市型の地域において、人口20万人から30万人の単位で
一つ確保することを基本的な考え方として確保する。

10．在宅医療等連携機能
地域の医療資源に応じて、人口の少ない構想区域や、局所的に在宅医療を提供す
る医療機関等が少ない場合等において、在宅医療や訪問看護を提供すること、また、
診療所による在宅医療の実施等が多い場合に入院対応等の後方支援や、介護施設
と連携して協力医療機関になること等、地域の医療資源に応じた在宅医療を支える
役割が求められる。

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会



新たな地域医療構想とりまとめ（案）より入院医療について
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病床数や各医療機関の診療実績等を踏まえながら、医療機関機能の確保や必要
病床数に関する協議にあわせて、急性期や包括期の医療需要に関する役割分担、手
術や救急搬送における役割分担等について協議し、症例数が減少するとともに医
療従事者の確保が困難となる中で持続可能な急性期医療提供体制の確保を進める。
具体的には、以下の事項について協議を行う。

・医療機関機能について、急性期拠点機能の確保に関する事項

・包括期機能の確保等、病床機能に関する事項

・実施基準の検討を含む救急搬送や手術、診療科ごと等の役割分担に関する事項

・在宅医療等のバックベッドや協力医療機関の確保に関する事項

・慢性期の医療需要の体制整備に関する事項

・介護との連携に関する事項

・人材の確保に関する事項

・患者の医療アクセスに関する事項

・退院後のリハビリテーションの確保に関する事項 等

令和８年２月20日第11回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会



18令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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⑤その他の記載事項について

医療従事者の確保について

○ 各分野の協議の場で検討が進んでいることから、各分野で新たな人材確保等の方向
性が定まった場合に、必要に応じてガイドラインに反映することになる見込み。

医療と介護の連携について

○ 在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部は患者像が重複することから、構想区域

単位において、国から提供されるデータにより、療養病床の病床数や介護保険施設

の定員数、在宅医療の提供状況等をあわせて提供体制を検討することになる見込み。

外来医療について

○ 外来医療計画において、外来医師偏在指標が「全国平均値＋標準偏差の1.5倍」以上
かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%の区域が、地域で不足する医療機能の提供
や医師不足地域での医療提供を要請できる『外来医師過多区域』として設定される。

○ 滋賀県内では、令和６年１月時点の外来医師偏在指標で大津圏域が外来医師多数区
域となっているが、『外来医師過多区域』には該当していない。

精神保健医療福祉との関係について
○ 2027年（令和９年）10月から病床機能や医療機関機能の報告が開始されることを見

据え、精神医療における地域医療構想のガイドラインの策定に向けて検討される。
2026年度（令和８年度）中を目途に結論を得られる見込み。


